
 
 
別紙 

申 請 事 項 記 載 書 

１ 調査の名称 

  社会教育調査 

 

２ 変更の内容 

変 更 案 変 更 前 変更理由 

３ 調査対象の範囲 

（２）属性的範囲 

⑥ 女性教育施設調査票 

女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報

提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目

的で、地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人・一

般財団法人・公益社団法人・公益財団法人が設置した社会

教育施設 

⑧ 劇場、音楽堂等調査票 

地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置する劇場、

音楽堂等（劇場、音楽堂、文化会館、市民会館、文化セン

ター等）で座席数３００以上のホールを有するもの 

３ 調査対象の範囲 

（２）属性的範囲 

⑥ 女性教育施設調査票 

女性又は女性教育指導者のために各種の研修又は情報

提供等を行い、あわせてその施設を女性の利用に供する目

的で、地方公共団体、独立行政法人又は一般社団法人・一

般財団法人（特例民法法人を含む。）が設置した社会教育

施設 

⑧ 文化会館調査票 

地方公共団体、独立行政法人又は民間が設置する文化会

館（劇場、市民会館、文化センター等）で座席数３００以

上のホールを有するもの 

 

 

 

平成20年12月1日から、新公益法人制度

に移行し、一般社団法人及び一般財団法人

に関する法律が施行されたが、次回調査時

は、５年間の移行期間を経過しているた

め。 

平成24年6月に「劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律」が施行され、調査対象施

設の法的位置づけが整備されたことを踏

まえ、調査票の名称及び属性的範囲を変更

する。 

４ 報告を求める者 

（１）数 67,653（平成23年度社会教育調査実績） 

（内訳）民間体育施設10,261、劇場、音楽堂等1,866 

 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

⑦ 劇場、音楽堂等調査票・・・文部科学省が保管する「社

会教育施設等名称ファイル 劇場、音楽堂等」名簿から選

定。 

 

（３）調査の報告義務者 

ア 調査の報告義務者は次のとおりとする。 

⑦ 劇場、音楽堂等調査票……………都道府県立、市町村

立、独立行政法人立及び私立の劇場、音楽堂等の長 

４ 報告を求める者 

（１）数 73,478（平成23年度社会教育調査実績） 

（内訳）民間体育施設16,045、文化会館1,907 

 

（２）選定の方法（■全数 □無作為抽出 □有意抽出） 

⑦ 文化会館調査票・・・文部科学省が保管する「社会教育

施設等名称ファイル 文化会館」名簿から選定。 

 

 

（３）調査の報告義務者 

ア 調査の報告義務者は次のとおりとする。 

⑦ 文化会館調査票……………都道府県立、市町村立、独

立行政法人立及び私立の文化会館の長 

平成24年6月に「劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律」が施行され、調査対象施

設の法的位置づけが整備されたことを踏

まえ、調査票の名称及び施設種別の名称を

変更する。 

数値に間違いがあったため修正する。 
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５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は「調査票」を参照） 

ア 社会教育行政調査票 

別添様式第１号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 教育委員会事務局の社会教育関係職員に関する事項 

② 社会教育委員等に関する事項 

③ 社会教育関連事業の実施状況 

 

イ 公民館調査票 

別添様式第２号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する状況 

⑦ 施設の利用状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 公民館運営審議会等の設置状況 

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

⑪ 耐震診断の実施状況 

ウ 図書館調査票 

別添様式第３号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 本館又は分館の別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 資料の状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 図書館協議会等の設置状況 

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

エ 博物館調査票 

別添様式第４号に定める調査票により、次の事項を調査

５ 報告を求める事項及びその基準となる期日又は期間 

（１）報告を求める事項（詳細は「調査票」を参照） 

ア 社会教育行政調査票 

別添様式第１号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 教育委員会事務局の社会教育関係職員に関する事項 

② 社会教育委員等に関する事項 

③ 社会教育関連事業の実施状況 

④ 関係法人数 

イ 公民館調査票 

別添様式第２号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する状況 

⑦ 施設の利用状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 公民館運営審議会等の設置状況 

 

 

ウ 図書館調査票 

別添様式第３号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 本館又は分館の別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 資料の状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 図書館協議会等の設置状況 

 

エ 博物館調査票 

別添様式第４号に定める調査票により、次の事項を調査

 

 

 

 

 

国及び都道府県公式の情報サイト「公益

法人インフォメーション」で把握可能であ

るため、調査対象者の負担軽減の観点から

削除することとしたため。 

 

 

 

社会教育法の改正（平成20年6月11日施

行）により、運営状況に関する評価が努力

義務化されたことを踏まえ、国として状況

を把握する必要があるため、評価に関する

項目を新設する（以下同じ）。 

公民館の避難所としての機能が再認識

されたことから、耐震診断の有無について

問う設問を新設する。また、避難所として

指定されているかどうかについても問う

設問を新設する。 
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する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 資料の状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 博物館協議会等の設置状況 

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

オ 青少年教育施設調査票 

別添様式第５号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 施設の利用状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 運営状況に関する評価の実施状況 

カ 女性教育施設調査票 

別添様式第６号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ 施設の利用状況 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

⑧ 運営状況に関する評価の実施状況 

キ 体育施設調査票 

別添様式第７号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 資料の状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

⑨ 博物館協議会等の設置状況 

 

オ 青少年教育施設調査票 

別添様式第５号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 施設の種別 

③ 設置者及び管理者に関する事項 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ 施設の利用状況 

⑧ ボランティア活動に関する事項 

 

カ 女性教育施設調査票 

別添様式第６号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ 施設の利用状況 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

 

キ 体育施設調査票 

別添様式第７号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 
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③ 施設の種類 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

⑧ 運営状況に関する評価の実施状況 

ク 劇場、音楽堂等調査票 

別添様式第８号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ ボランティア活動に関する事項 

⑦ 運営状況に関する評価の実施状況 

ケ 生涯学習センター調査票 

別添様式第９号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ 施設の利用状況 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

⑧ 運営状況に関する評価の実施状況 

 

③ 施設の種類 

④ 職員に関する事項 

⑤ 施設・設備に関する事項 

⑥ 事業実施に関する事項 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

 

ク 文化会館調査票 

別添様式第８号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ ボランティア活動に関する事項 

 

ケ 生涯学習センター調査票 

別添様式第９号に定める調査票により、次の事項を調査

する。 

① 名称及び所在地 

② 設置者及び管理者に関する事項 

③ 職員に関する事項 

④ 施設・設備に関する事項 

⑤ 事業実施に関する事項 

⑥ 施設の利用状況 

⑦ ボランティア活動に関する事項 

 

 

 

 

 

 

平成24年6月に「劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律」が施行され、調査対象施

設の法的位置づけが整備されたことから、

調査票の名称を変更する。 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織  

調査票の配布及び取集の系統は、次のとおりとする。 

  ⑧ 劇場、音楽堂等調査票 

 

 

 

 

 

 

 

６ 報告を求めるために用いる方法 

（１）調査組織  

調査票の配布及び取集の系統は、次のとおりとする。 

  ⑧ 文化会館調査票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成24年6月に「劇場、音楽堂等の活性

化に関する法律」が施行され、調査対象施

設の法的位置づけが整備されたことを踏

まえ、調査票の名称及び施設種別の名称を

変更する。 
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８ 集計事項 

   次の事項について集計する。（詳細は、別添「集計事項」を

参照。） 

    ア 社会教育行政調査票 

① 教育委員会事務局の職名別社会教育関係職員数 

② 社会教育主事の設置状況 

③ 社会教育委員及び社会教育関係指導員数  

④ 社会教育関連事業実施件数及び参加者数 

 

    イ 公民館調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 開館状況 

⑧ 利用団体及び利用者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

⑩  公民館運営審議会等の設置施設数 

⑪ 運営状況に関する評価の実施状況 

⑫ 耐震診断の実施状況 

  ウ 図書館調査票 

① 設置者別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 日本１０進分類別等図書冊数 

⑦ 登録者数、帯出者数及び貸出冊数 

⑧ 事業実施件数及び参加者数 

⑨ 開館状況 

⑩ ボランティアの活動状況 

⑪ 図書館協議会等の設置館数 

⑫ 運営状況に関する評価の実施状況 

    エ 博物館調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 登録（指定）年別、建物の単独・複合別施設数 

８ 集計事項 

   次の事項について集計する。（詳細は、別添１「集計事項」

を参照。） 

    ア 社会教育行政調査票 

      ① 教育委員会事務局の職名別社会教育関係職員数 

② 社会教育主事の設置状況 

      ③ 社会教育委員及び社会教育関係指導員数  

   ④ 社会教育関連事業実施件数及び参加者数 

⑤ 関係法人数 

    イ 公民館調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 開館状況 

⑧ 利用団体及び利用者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

⑩  公民館運営審議会等の設置施設数     

 

 

  ウ 図書館調査票 

① 設置者別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 日本１０進分類別等図書冊数 

⑦ 登録者数、帯出者数及び貸出冊数 

⑧ 事業実施件数及び参加者数 

⑨ 開館状況 

⑩ ボランティアの活動状況 

⑪ 図書館協議会等の設置館数 

 

    エ 博物館調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 登録（指定）年別、建物の単独・複合別施設数 

 

 報告を求める事項の追加・削除に伴う変

更 
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④ 土地面積及び建物面積別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 種類別資料数 

⑦ 開館状況 

⑧ 入館者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

⑩ 博物館協議会等の設置館数 

⑪ 運営状況に関する評価の実施状況 

    オ 青少年教育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 設置年別、建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 利用者数 

⑧ 開館状況 

⑨ ボランティアの活動状況     

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

    カ 女性教育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数  

③ 設置年別、建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 利用者数 

⑧ 開館状況 

⑨ ボランティアの活動状況     

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

    キ 体育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 施設の種類別、規模別施設数 

④ 開設状況 

⑤ 事業実施件数及び参加者数 

⑥ 利用者数 

⑦ ボランティアの活動状況       

⑧ 運営状況に関する評価の実施状況 

④ 土地面積及び建物面積別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 種類別資料数 

⑦ 開館状況 

⑧ 入館者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

⑩ 博物館協議会等の設置館数 

 

    オ 青少年教育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 設置年別、建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 利用者数 

⑧ 開館状況 

⑨ ボランティアの活動状況     

 

    カ 女性教育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数  

③ 設置年別、建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 利用者数 

⑧ 開館状況 

⑨ ボランティアの活動状況     

 

    キ 体育施設調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 施設の種類別、規模別施設数 

④ 開設状況 

⑤ 事業実施件数及び参加者数 

⑥ 利用者数 

⑦ ボランティアの活動状況       
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    ク 劇場、音楽堂等調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物面積別施設数 

④ 施設・設備の状況 

⑤ 開館状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ ボランティアの活動状況       

⑧ 運営状況に関する評価の実施状況 

    ケ 生涯学習センター調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 開館状況 

⑧ 利用団体及び利用者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

⑩ 運営状況に関する評価の実施状況 

 

    ク 文化会館調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物面積別施設数 

④ 施設・設備の状況 

⑤ 開館状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ ボランティアの活動状況       

 

    ケ 生涯学習センター調査票 

① 設置者別、種類別施設数 

② 職員数 

③ 建物の単独・複合別施設数 

④ 建物の構造別施設数 

⑤ 施設・設備の状況 

⑥ 事業実施件数及び参加者数 

⑦ 開館状況 

⑧ 利用団体及び利用者数 

⑨ ボランティアの活動状況 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

 

調査票等 保存期間 保存責任者 

記入済み調査票 

 

調査票の内容を収録した

磁気媒体 

 

関係書類 

１年間 

 

永年 

 

 

１年間 

文部科学大臣 

 

同上 

 

 

都道府県教育委員

会 

 

 

11 調査票情報の保存期間及び保存責任者 

 

調査票等 保存期間 保存責任者 

記入済み調査票 

 

結果原表及び調査票の内

容を収録した磁気媒体 

 

関係書類 

１年間 

 

永年 

 

 

１年間 

文部科学大臣 

 

同上 

 

 

都道府県教育委員

会 

 

 

 

 

 結果原表は旧システムで作成される集

計結果表であり、システム移行後は出力さ

れないため、削除する。 

（削除） 

 

13 その他（東日本大震災に伴う計画の一部変更） 

東日本大震災により、調査計画を一部変更する。詳細につい

ては、別添２のとおり。 

 

 東日本大震災に伴う特例として計画を

一部変更したが、平成２３年度調査実施時

に限定した計画変更であったため。 
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